
補助金交付の流れ【通学路沿道ブロック塀等安全対策事業】 
 

  事前相談  

    職員が現地を調査し、撤去前の写真を撮らせてさせていただきます。 

 

  補助金交付の申請  

    ① 申請書 

    ② 見積書の写し 

    ③ 口座番号等届出書（補助金の振込先） 

    ④ 承諾書（所有者以外の方が申請する場合） 

           ※必ず工事を実施する前に補助金の申請をしてください。 

 

 （市役所から「交付決定の通知」が届きます｡） 

 

 工事を業者に依頼  ※工事に着手するのは交付決定日以降にしてください。 

 

 ブロック塀等の撤去 ※撤去したら、新しい塀等を造る前にご連絡ください。 

 

  工事完了確認  

     職員が現地を確認し、撤去後の写真を撮らせていただきます。 

 

  実績報告の提出  

    ① 実績報告書 

    ② 領収書の写し 

    ③ 補助金の請求書（日付・番号を記入せずに事前に提出してください｡） 

 

 （市役所から「交付確定の通知」が届きます｡） 

 

  補助金の振込み  

交付確定日から２週間ほどで補助金が口座に入金されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 問合せ先：島田市役所 建築住宅課 建築指導係 

      TEL0547-36-7184 FAX0547-36-7514 

kenchiku@city.shimada.lg.jp 

 


